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環境再生事業の検討の進め方について（概要）

１．基本的な考え方

計画に基づく県としての取組みを着実に推進していくために、計画に掲げた実施スケジュール概要を踏まえ、今後、関係課等と連
携しながら 毎年度の予算編成作業等を通じて具体的に検討していくものとする。

計画を踏まえた今後の検討の進め方は以下のとおりであるが、検討の進捗状況に合わせて、検討内容を協議会に適宜提示し、意見
を聴くものとする。

２．施策の体系

ﾏｲﾅｽ

原状回復事業 経験、知恵、技術等の蓄積

ｾﾞﾛ 廃棄物撤去完了

環境再生

経験、知恵、技術等の活用

施策の展開

自然再生、地域の振興、情報発信 不法投棄を二度と起こさせては

・施策の構想 ならないというメッセージ

・県としての取組み

ﾌﾟﾗｽ

３．計画を踏まえた今後の検討の進め方

（１）自然再生

①施策内容

【施策の構想】 【県としての取組み】
○植樹による森林域整備 ○植樹による森林域整備
○市民参加等による植樹活動 ○市民参加等による植樹活動
○再生現場を含む体験型学習・観光などへの展開 ○再生現場を含む体験型学習・観光などへの展開

②検討の進め方

自然地盤の土壌が露出した地山について、新たな森林域を整備することになる状況に鑑み、現場特性を踏まえた植樹に
関する基礎的な調査を実施したうえで、田子町との調整等を含め、詳細を検討していく。

基礎調査の実施(H21） 田子町における地元産広葉樹ポット苗木の準備(H21 ～ H23)
・原状回復後の地形、地山の土質等

試験植樹の実施(H22）

植樹場所・方法・時期等の詳細検討(H22 ～)

市民参加等による植樹活動の手法の検討(H22 ～)
・地元・近隣の小中学生等による植樹
・一般県民等による植樹
・民間企業との連携による植樹

植樹活動に事案学習・周辺観光等を組み込んだ体験メニューの検討(H22 ～)

検討の視点

・持続可能な社会形成の視点

・次に続く世代に極力、負担を残さない視点

・現場の環境を適正に管理することを視野に入れながら、何らかの付加価値を与えていく視点

・ハード、ソフト両面の総合的な地域づくりという視点



（２）地域の振興

①施策内容

【施策の構想】 【県としての取組み】
○再生可能エネルギー施設 ○跡地の活用（ハード、ソフト）についての部局横断的な検討
○各種イベント（環境イベント、文化イベント等の開催） ○県以外の実施主体における跡地の活用（ハード、ソフト）の促進

②検討の進め方

現場の地形、自然条件、地理的条件、インフラ条件等の現場特性を踏まえ、経済社会の動向等を適切かつ継続的に見極め
ながら、庁内の関係組織等を通じ、県以外の実施主体における土地活用（ハード、ソフト）の促進について検討していく。

跡地の活用（ハード、ソフト）についての部局横断的な検討(H22 ～)
・全国公募提案者への事業化の働きかけ
・民間企業・団体等への土地活用事業のための情報提供

（３）情報発信

①施策内容

【施策の構想】 【県としての取組み】
○資料の展示・公開（浸出水処理施設の活用等） ○施設稼働期間内の浸出水処理施設を活用した資料展示・公開
○アーカイブの整備・公開 ○県以外の実施主体における資料展示・公開の可能性の検討
○学校教育への活用 ○事案継承等の機能を有する案内板の現場への設置
○一般市民への啓発行事の開催 ○アーカイブの整備・公開
（イベント、シンポジウム、現場見学会等） ○学校教育への活用
○民間企業・団体、一般市民等による基金の造成 ○市民参加等による植樹活動（再掲）
○市民参加等による植樹活動（再掲） ○再生現場を含む体験型学習・観光などへの展開（再掲）
○再生現場を含む体験型学習・観光などへの展開（再掲）
○各種イベントの開催（再掲）
（環境イベント、文化イベント等）

②検討の進め方

○アーカイブの整備（各種の資料の体系的整備）
原状回復事業を通じて蓄積されてきた本事案に関するさまざまな情報発信のための素材について、既存素材の整理を行う
とともに、引き続き新たな素材の蓄積を進めながら、テーマ別（原状回復の記録、環境再生の取組み、全国の関連事案
・研究成果等）や利用対象者別（小・中学生用、一般用）等に整理し、情報発信のための素材を体系的に整備するものと
する。

○資料展示・公開
施設稼働期間内の浸出水処理施設を活用した資料展示については、「事案の概要」、「原状回復対策の内容」「現場の状況
の推移」を基本的な内容として、ビジュアル資料を中心にコンパクトかつわかりやすい構成となるよう検討していく。
また、これらと並行して、県以外の実施主体における資料展示・公開の可能性についても検討していく。

○事案継承等案内板
原状回復事業等で培われてきた貴重な経験や環境再生へつなげていくための取組みに係る現世代のメッセージ等を現場から
効果的に伝えていくものとして検討していく。

○ウェブアーカイブの公開
国内外に幅広く情報発信するための基本的な手段として効果的な活用が図られるよう検討していく。

○学校教育への活用
これまでの環境教育の実績を踏まえ、引き続き効果的な活用が図られるよう検討していく。

○一般市民等の事案学習への活用
各種の資料等について、市民参加等による植樹活動の際の事案学習にも効果的活用が図られるよう検討していく。

○アーカイブの整備（各種の資料の体系的整備）
既存素材の整理(H22)、新たな素材の蓄積(H22 ～ H24)

素材の体系化(H22 ～ H24)
・情報発信のコンセプトの整理
・テーマ別（原状回復の記録、環境再生の取組み、全国の関連事案・研究成果等）整理

・利用対象者別（小・中学生用、一般用）整理

それぞれの目的に応じた具体的活用方法の検討(H23 ～ H24)
（例）

○資料展示・公開（施設稼働期間内の浸出水処理施設）
パネル、廃棄物サンプル等の整備 - - - - - 県以外の実施主体への提供

○事案継承等案内板
メッセージ文、案内内容、適地等の検討

○ウェブアーカイブの公開
テーマ別（原状回復の記録、環境再生の取組み、全国の関連事案・研究成果等）整理
利用対象者別（小・中学生用、一般用）整理
ビジュアル情報の充実の検討

○学校教育への活用
学習素材としての整理

○一般市民等の事案学習への活用
植樹活動に事案学習等を組み込んだ体験メニューの検討


